
資料5  

我が国において規制が必要な病原微生物等とその規制レベルの検討結果  

結核感染症課  

盈制の対象とする病原微生物等の検討（対象病原体）  

別表のうち、以下の（1）に該当するものうち、（2）～（5）の条件を勘案して、  

届出等の規制の対象とすべき病原微生物。  （A、B、C）  

また、（1）に該当するが、（2）～（5）を勘案した結果、保管等の基準を遵守する  

だけで充分な病原微生物。（D）  

（1）一類～四類感染症及びそれと同等の感染症の原因となる病原微生物  

（2）バイオセーフティレベル3以上の管理を要する病原微生物  

（3）米国疾病管理センター（CDC）危険度優先分類に位置づけられる病原微生物  

（4）米国連邦規制（CFR）、危険物輸送に関する国連勧告（UN）、世界保健機関  

（WHO）の生物剤リストでも選定される病原微生物  

（5）地域特性等の留意事項を踏まえ我が国での対策が必要な病原微生物  

2牒如消紺l（掛制レベル）  
1で対象とされた病原微生物等について、以下のレベルに分類すべき。  

（1）「公務上試験・研究以外の所持等の禁止」の対象とする病原微生物等  （A）  

一類感染症の原因病原微生物であり、かつバイオセーフティレベル4の病原微生物  

（2）「試験・研究目的の所持等の許可」の対象とする病原微生物等  （B）  

① 一類感染症の原因病原微生物であり、かつバイオセーフティレベル3の病原微生物  

② ①を満たさないが、近年テロに実際に使用された病原微生物をはじめとして、CD   

Cが最優先度とする病原微生物。  

（3）「所持等の届出」対象とする病原微生物等  （C）  

届出等の規制対象とする病原微生物のうち、（1）、（2）以外の病原微生物  

（4）保管等の基準を遵守するだけで充分な病原微生物  （D）  

一～四類感染症の原因病原微生物であり、（1）～（3）のいずれでもない病原微生  

物。  
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3 まとめ  

1、2の検討結果を踏まえ、以下のとおり提言する。  

（1）「所持等の禁止」対象とする病原微生物（A）  

● エボラウイルス、クリミアーコンゴ出血熱ウイルス、痘そうウイルス、マールブ   

ルグウイルス、ラッサウイルス、南米出血熱ウイルス（6種類）  

（2）「試験t研究目的のための所持等の届出」対象とする病原微生物（B）  

● ペスト菌、SARSコロナウイルス、炭痘菌、野兎病菌、ボツリヌス菌、ボツリ   

ヌス毒素（6種類）  

（3）「所持等の届出」対象とする病原微生物（C）  

● 多剤耐性結核菌、Q熟コクシエラ、コクシジオイデス真菌、サル痘ウイルス、ハ   

ンタウイルス（腎症候性出血熱ウイルス、ハンタウイルス肺症候群ウイルス）、ニ   

パウイルス、日本紅斑熟リケッチア、Bウイルス、ブルセラ属菌、発疹チフスリ   

ケッチア、鼻症菌、類鼻痘菌、脳炎ウイルス群（ベネズエラ馬脳炎ウイルス、東   

部馬脳炎ウイルス、西部馬脳炎ウイルス）、ロッキー山紅斑熟リケッチア、ダニ媒   

介性脳炎ウイルス群、ヘンドラウイルス、t」フトバレーウイルス（20種類）  

（4）保管等の基準を遵守するだけで充分な病原微生物（D）  

● ポリオウイルス、結核菌（多剤耐性結核菌を除く。）、腸管出血性大腸菌、コレラ   

菌、赤痢菌属、チフス菌、パラチフスA菌、E型肝炎ウイルス、ウエストナイル   

ウイルス、A型肝炎ウイルス、エキノコックス、黄熱ウイルス、オウム病クラミ   

ジア、回帰熱ボレリア、狂犬病ウイルス、鳥インフルエンザウイルス、オリエン   

チアツツガムシ、デングウイルス、日本脳炎ウイルス、マラリア原虫、ライム病   

ボレリア、リッサウイルス、レジオネラ属菌、レプトスピラ菌、ジフテリア菌（2）   

（25種類）  
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